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議案第１９号 

 

 

慣行の取扱いについて 

 

 

慣行の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１７年１月１１日提出 

 

長岡市・寺泊町合併協議会 

会長  森    民  夫 

 
 

慣行の取扱い 

 

１ 市章及び市旗 

長岡市の制度に統一する。 

 

２ 市民憲章及び宣言 

長岡市の制度に統一する。 

ただし、現行の寺泊町の憲章は、地域の憲章として継承し、新市

の市民憲章については、合併後に検討する。 

 

３ 市の花及び木 

長岡市の制度に統一する。 

ただし、現行の寺泊町の花及び木は、地域の花及び木として継承

していく。 

 

４ 市の歌 

当面は、長岡市の制度を引き継ぎ、新市歌については、合併後に

検討する。 
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５ 名誉市民 

長岡市の制度に統一する。 

ただし、現行の名誉町民は新市の名誉市民として引き継ぐ。 



長岡市 寺泊町 調整方針案

①
市
町
村
章
・
旗

○市旗は市章をデザインしたもの ○町旗は町章をデザインしたもの

長岡市の制度に統一する。

②
市
町
村
憲
章
・
宣
言

　
　【憲　章】
　　「克雪・利雪市民憲章」

　【宣　言】
　　「非核平和都市宣言」
　　「交通安全都市宣言」
　　「無雪都市宣言」

　【憲　章】
　　「町民憲章」

　【宣　言】
　　交通安全町宣言

長岡市の制度に統一する。
ただし、現行の寺泊町の憲章
は、地域の憲章として継承
し、新市の市民憲章について
は、合併後に検討する。

③
市
町
村
の
花
・
木

　
　　○市の花：「つつじ」

　　○市の木：「けやき」

　
○町の花：ハマナス

○町の木：トゲナシニセアカシア

長岡市の制度に統一する。
ただし、現行の寺泊町の花及
び木は、地域の花及び木とし
て継承していく。

④
市
町
村
歌

「長岡市歌」 制定していない
当面は、長岡市の制度を引き
継ぎ、新市歌については、合
併後に検討する。

⑤
名
誉
市
町
村
民

田村　文吉
※長岡市長、参議院議員

小原　　直
※法務大臣、厚生大臣

亘　 四郎
※新潟県知事、衆議院議
員、　参議院議員

外山勘兵衛
※新潟県議会議長

小林　 進
※衆議院議員

長岡市の制度に統一する。
ただし、現行の名誉町民は新
市の名誉市民として引き継
ぐ。

議案第１９号参考資料

「 慣 行 の 取 扱 い 」 一 覧
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中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

①
市
町
村
章
・
旗

○町旗は町章をデザインし
たもの

○町旗は町章をデザインし
たもの

○町旗は町章をデザインし
たもの

○村旗は村章をデザインし
たもの

○町旗は町章をデザインした
もの

②
市
町
村
憲
章
・
宣
言

【憲　章】
「町民憲章」

　
【宣　言】
　　該当なし

【憲　章】
「環境憲章」

【宣　言】
　　該当なし

【憲　章】
「町民憲章」

【宣　言】
　　該当なし

【憲　章】
　　該当なし

【宣　言】
　　該当なし

【憲　章】
　　該当なし

【宣　言】
「非核平和宣言」
「雪に強い小国町宣言」

③
市
町
村
の
花
・
木

○町の花：「ハ　ス」

○町の木：「サクラ」

○町の花：
　　　　「ホタルブクロ」

○町の木：「桐・もみじ」

○町の花：
   「カタクリ、
　　　　　ハナミズキ」

○町の木：「杉」

○村の花：「はぎ」

○村の木：「ぶな」

○町の花：
        制定していない

○町の木：
　　　雪椿「雪小国」
　※雪つばきの一種

④
市
町
村
歌

制定していない 制定していない 制定していない 制定していない 制定していない

⑤
名
誉
市
町
村
民

該当なし

白井又三郎
　　※初代越路町長、
   　　県議会議員
三波　春夫
　　※国民的歌手
勝又　俊教
　　※大正大学学長、
　　　真言宗長者

該当なし 該当なし 該当なし

＜参考＞　　　　　　　「慣行の取扱い」５町村一覧
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